
報告第８号 

 

一般財団法人大田原市管理公社ほか４法人の経営状況について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、一般財団

法人大田原市管理公社、公益財団法人那須野が原文化振興財団、公益財団法人大田原市農

業公社、株式会社大田原ツーリズム及び株式会社大田原まちづくりカンパニーの経営状況

を別紙のとおり報告する。 

 

令和７年６月６日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一 

 



1 一般財団法人及び公益財団法人 （単位：円）

令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度

1 （一財）大田原市管理公社 10,000,000 100.0 88,917,385 84,778,237 82,987,017 78,503,737 5,930,368 6,274,500 28,104,865 23,462,071

2 （公財）那須野が原文化振興財団 30,000,000 50.0 227,763,435 221,188,628 227,763,435 221,188,628 0 0 0 0

3 （公財）大田原市農業公社 60,500,000 33.1 21,450,314 20,442,693 21,450,314 20,442,693 0 0 0 0

2 株式会社 （単位：円）

令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度

1 （株）大田原ツーリズム 65,000,000 76.9 130,931,326 167,231,119 134,914,177 153,227,978 △ 3,982,851 14,003,141 △ 71,624,845 △ 67,276,494

2 （株）大田原まちづくりカンパニー 100,000,000 31.0 183,922,342 181,511,631 173,235,720 167,800,456 10,686,622 13,711,175 △ 14,448,311 △ 24,402,561

当期収支差額(A)－(B) 利益剰余金

※ 株式会社の当期収入については、当期収入＝売上高＋営業外収益＋特別利益とし、当期支出については、当期支出＝売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用＋特別損失として算出している。

※ 出資率は、令和７年３月３１日現在のものである。

当期支出(B) 当期収支差額(A)－(B) 繰越収支差額

※ 出えん率は、令和７年３月３１日現在のものである。
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